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…
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一

教
育
委
員
会
訓
令
甲

大
分
県
教
育
庁
等
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

大
分
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
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一
部
改
正
…
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…
…
…
…
…
…
…
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…
二

大
分
県
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校
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
改
正
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…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

教
育
長
訓
令
甲

大
分
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
委
任
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
三

公

告

所
在
不
分
明
者
に
対
す
る
保
安
林
指
定
予
定
通
知
の
掲
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

平
成
二
十
八
年
度
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
五
百
七
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特

定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
九
月
七
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人

あ
す
な
ろ

三

代
表
者
の
氏
名

大
久
保

富

隆

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

由
布
市
挾
間
町
小
野
四
百
五
十
三
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
が
い
者
や
高
齢
者
、
地
域
住
民
に
対
し
て
、
健
康
促
進
や
社
会
参
画
に
関
す
る
事
業

を
行
い
誰
で
も
長
く
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

大
分
県
告
示
第
五
百
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十

九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水
産
大
臣
か
ら
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ

る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

日
田
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

か
ん

水
源
の
涵
養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

日
田
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

㈡

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

㈢

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈣

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部

森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
西
部
振
興
局
並
び
に
日
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

目

次

平
成
二
十
八
年

（ 金 曜 日 ）

第
二
八
一
六
号

九
月
二
十
三
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
三
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一
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〇
教
育
委
員
会
訓
令
甲

大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
一
号

教

育

庁

教

育

機

関

大
分
県
教
育
庁
等
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
三
日

大

分

県

教

育

委

員

会

別
表
第
二
の
教
育
人
事
課
の
部
の
十
七
の
項
中
第
二
十
一
号
を
削
り
、
第
二
十
二
号
を
第
二
十
一
号
と

し
、
同
部
の
十
八
の
項
の
第
二
十
五
号
中
「
扶
養
手
当
」
を
「
市
町
村
立
学
校
県
費
負
担
教
職
員
に
係
る
扶

養
手
当
」
に
改
め
、
「
合
議
及
び
」
を
削
る
。

別
表
第
二
の
福
利
課
の
部
の
五
の
項
中
「
児
童
手
当
に
関
す
る
事
務
」
を
「
市
町
村
立
学
校
県
費
負
担
教

職
員
に
係
る
児
童
手
当
に
関
す
る
事
務
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
二
号

本

庁

県

立

学

校

大
分
県
立
学
校
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
五
十
五
年
大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
三
日

大

分

県

教

育

委

員

会

第
四
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

校
長
は
、
職
員
に
出
張
を
命
ず
る
と
き
は
、
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
（
電
子
計
算
機
を
利
用
し
て
職
員
の

服
務
、
諸
手
当
、
旅
費
等
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
運
用
す
る
情
報
シ
ス
テ
ム
で
、
総
務
部
総

務
事
務
セ
ン
タ
ー
が
管
理
す
る
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。

第
四
条
第
二
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
シ
ス
テ
ム
の
障
害
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り

難
い
場
合
は
、
旅
行
命
令
簿
（
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
大
分
県
条
例
第
二
十
八

号
）
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
旅
行
命
令
簿
を
い
う
。
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
休
日
勤
務
及
び
時
間
外
勤
務
）

第
五
条
の
二

校
長
は
、
職
員
に
時
間
外
勤
務
又
は
休
日
勤
務
を
命
ず
る
と
き
は
、
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
シ
ス
テ
ム
の
障
害
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り

難
い
場
合
は
、
時
間
外
勤
務
・
休
日
勤
務
・
夜
間
勤
務
命
令
簿
（
職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則

（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
）
第
七
号
様
式
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
出
勤
状
況
の
確
認
）

第
八
条

校
長
は
、
出
勤
後
直
ち
に
職
員
の
出
勤
状
況
を
確
認
し
、
休
暇
、
遅
刻
、
出
張
等
に
つ
い
て
は
こ

の
規
程
に
定
め
る
手
続
を
行
い
、
そ
の
状
況
を
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
シ
ス
テ
ム
の
障
害
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り

難
い
場
合
は
、
出
勤
簿
（
第
六
号
様
式
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
職
員
は
、
出
勤

し
た
と
き
は
出
勤
簿
に
自
ら
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
中
「
休
暇
欠
勤
等
処
理
簿
（
職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県

人
事
委
員
会
規
則
第
十
号
）
第
一
号
様
式
）
」
を
「
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
休
暇
欠
勤
等
処
理
簿
に
よ
り
校
長
の
」
を
「
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
校
長
に
願
い
出

て
そ
の
」
に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

職
員
は
、
結
核
性
疾
患
以
外
の
傷
病
に
よ
り
病
気
休
暇
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
総
務
事
務
シ
ス

テ
ム
に
よ
り
校
長
に
願
い
出
る
と
と
も
に
、
医
師
の
診
断
書
を
提
出
し
て
（
受
け
よ
う
と
す
る
病
気
休
暇

が
一
週
間
未
満
の
と
き
は
、
こ
れ
を
提
出
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
）
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
中
「
休
暇
欠
勤
等
処
理
簿
に
よ
り
校
長
の
」
を
「
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り

校
長
に
願
い
出
て
そ
の
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
介
護
休
暇
）

第
十
五
条
の
二

職
員
は
、
条
例
第
十
一
条
の
二
に
規
定
す
る
介
護
休
暇
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
総

務
事
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
校
長
に
願
い
出
る
と
と
も
に
、
介
護
休
暇
承
認
願
（
第
十
号
様
式
）
及
び
当
該

介
護
を
必
要
と
す
る
者
の
介
護
を
必
要
と
す
る
状
態
を
証
明
す
る
書
類
を
提
出
し
て
そ
の
承
認
を
受
け
な

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
三
日

大
分
県
報
（
教
育
委
訓
令
甲
）

二
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
欠
勤
届
）

第
十
五
条
の
三

職
員
は
、
第
十
一
条
か
ら
前
条
ま
で
、
第
十
九
条
及
び
第
二
十
条
に
規
定
す
る
理
由
以
外

の
理
由
に
よ
り
出
勤
で
き
な
い
と
き
は
、
遅
滞
な
く
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
校
長
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
休
暇
及
び
欠
勤
の
事
後
手
続
）

第
十
五
条
の
四

職
員
は
、
病
気
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
第
十
一
条
か
ら
第
十
五
条
の

二
ま
で
に
規
定
す
る
休
暇
又
は
欠
勤
の
手
続
が
事
前
に
で
き
な
い
と
き
は
、
速
や
か
に
電
話
、
電
報
等
の

方
法
に
よ
り
校
長
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
事
後
遅
滞
な
く
所
定
の
手
続
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
休
暇
及
び
欠
勤
の
処
理
）

第
十
六
条

校
長
は
、
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
年
次
有
給
休
暇
の
届
出
を
受
け
た
と
き
で
、
条
例
第
七
条

第
三
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
本
人
に
そ
の
旨

通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

校
長
は
、
第
十
二
条
か
ら
第
十
五
条
の
三
ま
で
の
規
定
に
よ
り
休
暇
の
願
い
出
又
は
欠
勤
の
届
出
を
受

け
た
と
き
は
、
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、
本
人
の
休
暇
の
承
認
若
し
く
は
不
承
認
又
は
欠
勤
の
処
理

の
通
知
を
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
九
条
中
「
休
暇
欠
勤
等
処
理
簿
に
そ
の
理
由
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
」
を
「
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム

に
よ
り
校
長
に
願
い
出
る
と
と
も
に
、
そ
の
理
由
を
証
す
る
書
類
を
提
出
し
て
」
に
、
「
職
務
に
専
念
す
る

義
務
の
免
除
承
認
願
（
第
十
四
号
様
式
）
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
て
休
暇
欠
勤
等
処

理
簿
に
記
載
す
る
も
の
と
す
る
」
を
「
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
教
育
人
事
課
長
に
願
い
出
る
と
と
も

に
、
そ
の
理
由
を
証
す
る
書
類
を
提
出
し
て
、
教
育
人
事
課
長
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改

め
る
。

第
二
十
条
中
「
休
暇
欠
勤
等
処
理
簿
に
よ
り
校
長
の
」
を
「
総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
校
長
に
願
い
出

て
そ
の
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
二
十
条
の
二

校
長
は
、
第
十
九
条
本
文
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
願
い
出
を
受
け
た
と
き
は
、
総
務
事

務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
本
人
に
承
認
の
通
知
を
す
る
も
の
と
す
る
。

２

教
育
人
事
課
長
は
、
第
十
九
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
願
い
出
を
受
け
た
と
き
は
、
総
務
事
務
シ
ス

テ
ム
に
よ
り
本
人
に
承
認
の
通
知
を
す
る
も
の
と
す
る
。

（
休
暇
欠
勤
等
処
理
簿
に
よ
る
処
理
）

第
二
十
条
の
三

第
十
一
条
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
第
二
項
、
第
十
四
条
か
ら
第
十
五
条
の
三
ま
で
、
第

十
六
条
、
第
十
九
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
シ
ス
テ
ム
の
障
害
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り

総
務
事
務
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
難
い
場
合
は
、
休
暇
欠
勤
等
処
理
簿
（
職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規

則
第
一
号
様
式
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

第
十
号
様
式
中
「第
１６条

関
係

」
を
「第

１５条
の
２
関
係

」
に
改
め
る
。

第
十
四
号
様
式
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
三
号

本

庁

県

立

学

校

大
分
県
立
学
校
事
務
決
裁
規
程
（
平
成
十
三
年
大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
三
日

大

分

県

教

育

委

員

会

別
表
第
二
の
二
十
八
の
項
中
「
、
職
員
の
給
与
の
支
給
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
大
分
県
人
事

委
員
会
規
則
第
十
号
）
を
「
給
与
規
則
」
、
職
員
の
住
居
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
大

分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号
）
を
「
住
居
手
当
規
則
」
、
通
勤
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三

十
三
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号
）
を
「
通
勤
手
当
規
則
」
、
職
員
の
単
身
赴
任
手
当
の
支
給
に
関

す
る
規
則
（
平
成
二
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号
）
を
「
単
身
赴
任
手
当
規
則
」
」
を
削
り
、
同
項

中
第
五
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
削
り
、
第
十
五
号
を
第
五
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第
六
号
と
し
、
同
表
の

二
十
九
の
項
中
第
二
十
九
号
及
び
第
三
十
号
を
削
り
、
第
三
十
一
号
を
第
二
十
九
号
と
し
、
第
三
十
二
号
か

ら
第
四
十
七
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
表
第
三
の
六
の
項
中
「
第
三
十
四
号
、
第
三
十
六
号
か
ら
第
三
十
八
号
及
び
第
四
十
四
号
」
を
「
第
三

十
二
号
、
第
三
十
四
号
か
ら
第
三
十
六
号
及
び
第
四
十
二
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
教
育
長
訓
令
甲

大
分
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
甲
第
二
号

教

育

事

務

所

埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
三
日

大
分
県
報
（
教
育
委
訓
令
甲
・
教
育
長
訓
令
甲
）

三



所

在

の

不

分

明

な

者

の

氏

名

掲

示

場

所

戸
高
弘

佐
伯
市
役
所

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰 教

育

機

関

大
分
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
委
任
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
大
分
県

教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
三
日

大

分

県

教

育

委

員

会

教

育

長

別
表
第
三
の
一
の
項
を
削
り
、
同
表
の
二
の
項
を
同
表
の
一
の
項
と
し
、
同
表
の
三
の
項
か
ら
七
の
項
ま

で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
公

告

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
た
次
の
者
に
つ
い

て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
通
知
の
内
容
を
保
安
林

予
定
森
林
の
属
す
る
市
町
村
の
事
務
所
に
掲
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名
及
び
掲
示
場
所

二

通
知
の
要
旨

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
森
林
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
保
安
林
の
指
定
予
定
に
係
る
通
知
が
あ
っ

た
た
め
、
平
成
二
十
八
年
八
月
三
十
日
付
け
大
分
県
告
示
第
四
百
六
十
八
号
に
よ
り
行
っ
た
同
法
第
三
十

条
の
規
定
に
よ
る
通
知

砂
利
採
取
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
平

成
二
十
八
年
度
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
を
実
施
す
る
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

試
験
の
日
時

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
一
日
（
金
）

午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

二

試
験
の
場
所

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

大
分
県
庁
舎
新
館
八
階
八
一
会
議
室

三

試
験
科
目

１

砂
利
の
採
取
に
関
す
る
法
令

２

砂
利
の
採
取
に
関
す
る
技
術
的
な
事
項
（
基
礎
的
な
土
木
及
び
河
川
工
学
に
関
す
る
事
項
を
含

む
。
）

四

試
験
の
方
法

筆
記
試
験

五

受
験
願
書
の
受
付
期
間
及
び
受
付
時
間

１

受
付
期
間

平
成
二
十
八
年
十
月
七
日
（
金
）
か
ら
同
月
二
十
一
日
（
金
）
ま
で
（
土
曜
日
、
日
曜
日
及
び
祝
日

を
除
く
。
）

な
お
、
郵
送
に
よ
り
受
験
願
書
を
提
出
す
る
場
合
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
一
日
（
金
）
ま
で

の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

２

受
付
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

六

願
書
提
出
先

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号
（
郵
便
番
号
八
七
〇
―
八
五
〇
一
）

大
分
県
土
木
建
築
部
河
川
課

七

提
出
書
類

１

受
験
願
書
（
砂
利
採
取
業
者
の
登
録
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十

号
）
様
式
第
九
）
（
以
下
「
受
験
願
書
」
と
い
う
。
）

２

写
真
一
葉
（
手
札
形
と
し
、
出
願
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
正
面
上
半
身
像
で
、
そ
の
裏
面
に
、
撮

影
年
月
日
、
氏
名
及
び
年
齢
を
記
載
し
た
も
の
）

八

受
験
手
数
料

八
千
円
（
受
験
願
書
に
大
分
県
収
入
証
紙
を
貼
り
付
け
る
こ
と
。
）

九

受
験
願
書
の
入
手
方
法

１

受
験
願
書
の
交
付
場
所

大
分
県
土
木
建
築
部
河
川
課
又
は
最
寄
り
の
土
木
事
務
所

２

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
入
手

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
三
日

大
分
県
報
（
教
育
長
訓
令
甲
・
公
告
）

四



大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.pref.oita.jp/soshiki/17200/h28-zyarisaisyu-shiken-

zissi.htm
l

十

そ
の
他

そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
大
分
県
土
木
建
築
部
河
川
課
又
は
最
寄
り
の
土
木
事
務
所
に
問
い
合
わ
せ

る
こ
と
。

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
三
日

大
分
県
報
（
公
告
）

五


